
 
序序章章  ププレレススククーールルのの必必要要性性とと愛愛知知県県ののププレレススククーールル事事業業  

 
１ 就学前の外国人の子どもの現状とプレスクールの必要性           

（松本一子先生） 

 

（１） 愛知県における外国人の子どもの増加とその背景 

文部省（現文部科学省）が公立学校を対象に「日本語指導が必要な外国人児童生徒

の受入れ状況等に関する調査」を始めたのは 1991（平成 3）年でした。第 1 回調

査では、全国の小中学校に 5,463 人の日本語指導が必要な児童生徒が在籍していて、

愛知県は第 3 位で 617 人でした。その後増え続けて、2008（平成 20）年は全国

で 27,080 人になり、愛知県は 5,738 人で、第 2 回から第 1 位を独走しています。 

この調査の背景には、1990（平成 2）年の出入国管理及び難民認定法の改正によ

り、「定住者」という在留資格を取得した日系人が「出稼ぎ｣のために家族を伴って来

日したため、日本語のわからない子ども達の就学が急増したという状況があります。 

＜図表０－１＞も、外国人の子どもが 1990（平成 2）年以降著しく増加していて、

さらに、今後も就学年齢の子どもが増え続ける可能性を示しています。 

 

＜図表０－１ 愛知県内の就学前年齢の外国人登録者数の推移〉 

1,940
2,354

1,242 1,387
1,702 1,911 2,133

3,162 3,370 3,660

3,887

420

587

634

712

800

827
838

876

925
994

959

1,008

1,113

1,244

1,362

1,518

3,168
2,730

2,567

2,411

2,227

2,112
2,005

1,887

1,869
1,773

1,644

1,481

1,374

1,262

1,203

1,152

2,8672,6182,349

1,552

3,570

2,746

558
197

3,498

4,069

4,707

5,106
5,232

5,341

5,717

6,146

7,142
7,207

6,696

 

161
248

3,679
4,227

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1988 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

韓国・朝鮮

中国

ブラジル

その他

年末

人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※1996 年末以前はブラジルのデータがないため、「ブラジル」としては０とし、「その他」

に含まれている。 

（資料）法務省「登録外国人統計」より愛知県多文化共生推進室試算 
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（２） 保護者の状況 

外国人の子どもは、前述のような就労目的で来日した家族の他に、中国帰国者の家

族、難民の家族、留学生の家族、国際結婚の家族など、さまざまな理由で来日してい

て、日本生まれも増えています。 

国際結婚は近年増加しており、夫婦の一方が外国人の場合は 18 組に 1 組（厚生労

働省「人口動態統計年報」（2007（平成 19）年）になっています。夫婦が日本人の

場合の少子化と国際結婚による出生数の増加傾向は、＜図表０－２＞で顕著に見られ

ます。 

 

＜図表０－２ 父母の国籍別出生数の推移〉 
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※①には、母（日本国籍）の嫡出でない子を含む。 

（資料）厚生労働省「平成 19 年度日本における人口動態‐外国人を含む人口動態統計‐」

より愛知県多文化共生推進室作成 

 

愛知県は、自動車産業を中心とした製造業が盛んなため、多数の外国人が出稼ぎの

工場労働者として就労していて、特にブラジル人が全国一多いことで知られています。 

しかし、こうした外国人労働者のほとんどが派遣社員として採用され、時間給で支

払われるため、時間給が高く、就労時間が長いほど高収入が得られるので、少しでも

時間給が高い職場に簡単に移動したり、長時間労働をしたりして、仕事中心の生活に

なり、子どもと過ごす時間が少なくなってしまいがちです。 

通勤はマイクロバスによる送迎があり、職場には通訳が配置されていることが多い
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ため、日本語を話せなくても困らない環境があります。また、社員寮や公営住宅のあ

る地域に集住して、近くにブラジル食材店、ブラジル人学校（ブラジル人を対象とし

た外国人学校）やブラジル人向け託児所ができ、ポルトガル語の新聞やブラジルの衛

星放送で必要な情報を入手することができるようになると、ますます日本語を話す必

要がなくなってしまいます。 

2008（平成 20）年秋の金融危機以降は、次々と派遣切りで職を失う人が多く、

再雇用の条件として日本語ができることが強調されるようになったことは、大きな変

化です。 

 

（３） 就学前の外国人の子どもの生活環境と保育環境 

  就学前の外国人の子どもは、保護者の就労形態によって、日本の幼稚園や保育園、

外国人向け託児所のいずれかに通う場合と、どこにも通わず自宅で過ごす不就園の場

合があります。母語による保育を望んだり、保護者の就労時間が長かったりする場合

は、長時間保育で融通がきく外国人向け託児所が利用されます。外国人集住地域の

28 の外国人向け保育施設（「主に保育や託児を中心としている施設」と定義されて

いる。）の中には、朝は 6 時半から、夜は 9 時まで開いているところもあり、平均開

設時間は 12.46 時間で、最高は 14.25 時間という驚くべき調査結果（2006 年外

国人集住都市会議資料編）でした。一日中アパートの一室で開設していたり、つけっ

ぱなしのビデオを長時間見せていたりする施設がある一方、カリキュラムに工夫を重

ねているところもあり、施設・保育内容にはかなり差があります。 

  日本の幼稚園や保育園が気をつけなければならないことは、日本語の習得を優先さ

せるあまり、母語を喪失させてしまわないように配慮することです。 

  子どものことばの発達には必要な条件があるため、特に複数の言語を習得する環境

におかれた子どもの場合は、生活環境や言語環境の変化が言語習得や認知発達に大き

な影響を与えます。保護者や支援者がどのように考え、対応するのがいいか、具体的

な内容については、第３章「プレスクールに関する理解を深めるために」（６１ペー

ジ）をご覧ください。 

  

（４） 就学後の外国人児童生徒の状況 

 子どもが就学前にどのような生活環境や言語環境であったかは、入学後の学校生活

に大きく影響します。小･中学校で児童生徒が問題を抱えていたり、また逆にロール

モデルになったりする場合、その原因は就学前にさかのぼることがあります。 

第２章３（４）「子どもへの語彙調査をしましょう。」（３０ページ）で紹介されて

いる語彙調査はその一例です。1 年生のときの語彙調査で日本語がよくわからなかっ

た児童の多くが、3 年生になった時、簡単な会話はできるようになりましたが、複雑
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な文型が言えず、漢字の習得が困難であることがわかりました。 

  また、特別支援が必要な外国人児童生徒が、3 歳までに受診することになっている

乳幼児健診を受けていなかったため、早期発見ができず、対応が手遅れになってしま

ったという例もあります。 

 

（５）プレスクールの必要性 

  外国人の子どもと一口に言っても、日本人との国際結婚で日本国籍の子どもや、

帰化して日本国籍になった子どももいます。また、ブラジル人とフィリピン人との国

際結婚でポルトガル語・英語・日本語の 3 言語の中で生活する子どもや、保護者の

離婚・再婚によって多言語環境になった子どももいて、子どもたちの言語や文化背景

は、多言語化･多文化化が進んでいます。保護者の育った国の教育制度や学校文化も

さまざまなため、日本での子育てには情報不足や思い込みから、誤解や戸惑いがあり

ます。特に外国人向け託児所を利用している場合や不就園の場合は、情報が届きにく

いのが現状です。 

  こうした子どもが本来持っている能力を発揮して、スムーズに小学校生活を送れる

ように、小学校入学までに子どもが準備しておく必要があること、保護者が知ってお

くべきこと、すべきことを提供する場が必要です。 

  プレスクールはまさにそのための場所と言えます。大いに活用していただきたいも

のです。 

 

 

2 愛知県のプレスクール事業の経緯と成果               

（愛知県多文化共生推進室） 

 

愛知県では、1990（平成 2）年の改正入管法の施行からほぼ一貫して、外国人登

録者数が増加してまいりました。なかでも、ブラジル国籍を中心とした南米系の方が

非常に多く暮らし、全国一ブラジル人の多い県となっております。１（１）「愛知県

における外国人の子どもの増加とその背景」（１ページ）にあるとおり、文部科学省

の「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査」によりますと

日本語指導が必要な児童生徒の数は、1991（平成 3）年の調査開始以降増え続けて

おり、特に近年では、増加が著しくなっております。日本語指導が必要な児童生徒を

母語別にみると、ポルトガル語（ブラジル人等）、スペイン語（ペルー人等）が非常

に多く、日系南米人が多い本県の特徴を表すものとなっております。 
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＜図表０－３ 愛知県内の小中学校における「日本語指導が必要な児童生徒数」の推移＞ 
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（資料）文部科学省「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査」 

 

＜図表０－４ 愛知県の「日本語指導が必要な児童生徒数（母語別）」＞ 
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（資料）文部科学省「日本語指導が必要な外国人児童生徒の 

受入れ状況等に関する調査（平成 20 年度）」 
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こうした背景のなか、愛知県では、日本語が理解できない小学校入学直前の外国人

の子どもを対象に、2006（平成 18）年度からプレスクールをモデル的に実施して

きました。このプレスクール事業は、入学した小学校で戸惑うことなく、学校生活に

早期に適応できることを目指し、小学校入学初期に必要な日本語や学校生活への適応

を、参加する子どもたちの母語や文化を理解できる講師が指導するものです。 

このプレスクール事業は、小牧市（2006（平成 18）年度・2007（平成 19）年

度）・知立市（2006（平成 18）年度・2007（平成 19）年度）・豊橋市（2008

（平成 20）年度）・半田市（2008（平成 20）年度）において、それぞれ約５か月

の間行いました。概ね１１月中は講師の研修のほか、語彙調査や保育園等からの聞き

取りによる対象児童の把握や教材の準備などを行い、概ね１２月から３月までの間に

おいて、プレスクールを開催しました。なお、2006（平成 18）年度の当初は、子

どもの入学予定の小学校の空き教室を会場としていましたが、送迎等の時間を要し効

率が悪いことから、講師が保育園等を訪問して実施する方法に変更しました。このこ

とにより、より多くの指導時間が確保できるようになりました。なお、対象が子ども

であることから、万一の事故に備えて、参加者の傷害等を補償する保険に加入すると

ともに、緊急時の連絡体制も確認するなどしております。 

 これまでのプレスクール事業における予算額、指導時間、会場の例については、＜

図表０－５＞、＜図表０－６＞、＜図表０－７＞のとおりです。また、詳細について

は、愛知県の多文化共生推進室のウェブページ「あいち多文化共生ネット」 

（http://www.pref.aichi.jp/kokusai/tabunka.html）に掲載しております。 

また、愛知県モデル事業以外では、2008（平成 20）年度から、西尾市が愛知県

内の市町村として最も早くプレスクール（愛知県フレンドシップ継承交付金事業）を

導入しています（西尾市は、2009（平成 21）年度からは、外国人児童生徒に対す

る教育支援事業として、小中学生対象の早期適応教室と不就園・不就学児に対する就

学支援教室を開講しています。）。 

なお、モデル事業の実施後において、知立市の早期適応教室（小中学生対象。2008

（平成 20）年度～）、豊橋市のプレスクール（2009（平成 21）年度～（愛知県フ

レンドシップ継承交付金事業））、半田市の外国人児童生徒日本語教室（小中学生対象。

2009（平成 21）年度～（愛知県フレンドシップ継承交付金事業））が事業化されて

いるところです。 
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＜図表０－５ プレスクールに関する予算額の例（2009（平成 21）年度愛知県）＞ 

指導員謝金 19,600 円（2,800 円×7 時間）×72 日＝1,411 千円
報償費 

指導員研修講師謝金         20,000 円×1 回＝  20 千円

指導員旅費            40,000 円×4.5 月＝  180 千円
旅費 

職員旅費              2,090 円×16 回＝  33 千円

需用費 教材作成費                                          70 千円

通信運搬費                                          47 千円
役務費 

参加児童傷害保険料                   60 千円

合計 1,821 千円

※１地域での開催を前提としている。 

 

＜図表０－６ プレスクールの指導時間等の例（2008（平成 20）年度）＞ 

参加者 指導時間／回 指導回数／週 

１回（半田市） 
１時間程度 

２回（豊橋市・半田市） 保育園 

３０分程度 ４回（2007（平成 19）年度知立市） 

幼稚園 １時間程度 ３回（豊橋市） 

外国人向け託児所 １時間程度 ３回（豊橋市） 

３回（豊橋市） 
不就園 １時間程度 

４回（2007（平成 19）年度小牧市） 

※2007（平成 19）年度の知立市・小牧市分は、一部の例のみを記載している。 

 

＜図表０－７ プレスクールの会場＞ 

年度 市町村 プレスクールの会場 

小牧市 大城小学校 2006 

（平成 18） 知立市 知立東小学校、高根保育園、なかよし保育園 

小牧市 大城小学校 2007 

知立市 知立東小学校、高根保育園、なかよし保育園 （平成 19） 

豊岡幼稚園、ひばり保育園、ノボ・ムンド託児所、 
豊橋市 

県営岩田住宅集会所 
2008 

（平成 20） 
半田市 横川保育園、高根保育園、東保育園、みらい保育園 
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